
11月は薬剤耐性（AMR）対策推進月間です 
～ アクションプランに基づき抗菌剤の慎重使用を徹底しましょう！ ～ 

薬剤耐性菌とは、「抗菌剤が効かない細菌」です。薬
剤耐性菌は、抗菌剤の使い過ぎなどにより増加し、人
や動物の治療が困難になります。 

世界的に、薬剤耐性菌による感染症が増加しており、
大きな問題となっています。 

そのため、昨年５月にWHOが国際行動計画を採択し、
我が国でも、本年４月、今後５年間に取り組むべき対
策をまとめた行動計画（アクションプラン）が決定さ
れました。 

抗菌剤は、動物分野でも使用されており、家畜や愛玩動物
の健康を守るために必要不可欠な資材です。 

動物への抗菌剤の使用により増加した薬剤耐性菌が、動物
の治療を困難にするだけでなく、動物から人に伝播し、人の
感染症の治療を困難にすることが懸念されています。 

そのため、アクションプランでは、人の医療分野とともに、
動物分野において必要な取組が記載されています。 

抗菌剤 

抗菌剤により死滅（感受性菌） 

愛玩動物医療関係者の皆様には、薬剤耐性菌問題を理解し、
「抗菌剤の慎重使用」に取り組むことが求められています。 
具体的には、次のような取組が挙げられます。 

薬剤耐性菌とは？ 

薬剤耐性問題と動物分野との関わりは？ 

愛玩動物医療関係者が実施すべき対策は？ 

① 抗菌剤の使用を真に必要な場合に限定すること 
② 使用する場合は、感受性試験などにより、有効な抗菌剤

を選択し必要最小限の使用とすること 
③ フルオロキノロン等の第二次選択薬は第一次選択薬が無

効の場合のみ使用する。 

畜産分野では、抗菌剤の慎重使用に関する基本的な考え方※を示し、取組を推進しています
が、愛玩動物分野でも同様に、慎重使用を徹底する必要があります。「抗菌剤を使用すると耐
性菌が選択される」ことを常に意識し、慎重使用を徹底するようお願いします。 

皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

※ 畜産物生産における動物用抗菌性物質製剤の慎重使用に関する基本的な考え方（2013年12月公表） 

抗菌剤があっても生存・増殖 
（薬剤耐性菌） 

千葉県中央家畜保健衛生所 

TEL. 043-250-4141 (夜間・休日転送)       FAX. 043-286-0090 

中央家畜保健衛生所・中央動物防疫協議会 
 千葉 〒262-0011 千葉市花見川区三角町656 

        Tel：043-250-4141 （夜間・休日対応）  

      Fax：043-286-0090  

平成２８年度 第３１号（１１月発行） 


